
　

岩
間
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
る
愛
宕
山
は
、
関
東
平
野

の
北
東
端
に
位
置
し
、
標
高
三
〇
五
メ
ー
ト
ル
と
あ
ま
り
高

く
な
い
山
で
す
。
京
都
の
愛
宕
山
の
分
霊
を
勧か
ん
じ
ょ
う請

し
、
火
伏

せ
の
神
社
と
し
て
常
陸
国
内
で
広
く
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。
山

頂
か
ら
の
眺
望
は
素
晴
ら
し
く
、
自
然
も
文
化
も
盛
り
だ
く

さ
ん
の
山
で
す
。
こ
の
山
頂
に
は
愛
宕
神
社
が
鎮
座
し
、
特

に
平
安
時
代
よ
り
神
仏
混
交
の
山
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
修
験

者
の
修
行
の
場
と
し
て
も
繁
栄
し
ま
し
た
。
修
験
者
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
天
狗
の
人
間
離
れ
し
た
修
行
の
様
子
が
、
地
元

の
村
々
に
伝
え
話
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
愛
宕
山
は
修
験

者
の
修
行
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
、
女
人
の
入
山
は
禁
止
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
愛
宕
宮
を
支
配
し
て
い
た
の
は
、
山

麓
に
あ
っ
た
別
当
寺
愛
宕
山
勝し
ょ
う
ぐ
ん
じ
み
つ
ぞ
う
い
ん

軍
寺
密
蔵
院
と
い
う
真
言
宗

の
寺
で
し
た
。
岩
間
下
郷
不
動
院
の
末
寺
で
す
が
、
瓦か
わ
ら
や谷
村

（
現
石
岡
市
）
の
雲
照
寺
の
末
寺
に
あ
た
り
、
引
退
し
た
僧

が
隠
居
す
る
寺
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
創
建
等
は

不
明
で
す
が
、寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）「
泉い
ず
み
む
ら
け
ん
ち
ち
ょ
う

村
検
地
帖
」（
菅

谷
家
文
書
）
に
「
愛
宕
領　

密
蔵
院
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

境
内
が
一
町
歩
ほ
ど
あ
り
、
本
堂
、
護
摩
堂
、
小
天
狗
社
な

ど
が
建
ち
、
今
で
も
正
面
と
思
わ
れ
る
場
所
に
は
黒
門
が
あ

り
、
周
囲
は
江
戸
初
期
の
土
塁
が
回
さ
れ
、
歴
代
の
住
職
の

墓
塔
が
多
数
現
存
し
て
い
ま
す
。
こ
の
密
蔵
院
の
僧
侶
は
、

江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
に
対
応
し
つ
つ
中
世
武
家
に
よ
る
戦

勝
祈
願
か
ら
庶
民
の
た
め
の
火
伏
の
信
仰
へ
と
変
化
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

当
山
が
、
女
人
禁
制
の
山
で
あ
る
こ
と
の
証
に
愛
宕
神
社

拝
殿
前
の
長
い
階
段
（
百
カ
ギ
）
の
登
り
口
に
「
女
人
禁
制
」

と
刻
ま
れ
た
結
界
石
（
地
図
中
①
）
が
建
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
そ
こ
か
ら
西
側
の
女
坂
と
い
わ
れ
る
緩
や
か
な
石
段
途

中
に
も
「
女
人
禁
制
」
の
石
柱
が
あ
り
（
地
図
中
②
）、
こ

こ
か
ら
境
内
へ
女
人
の
入
山
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
享

保
八
年
（
一
七
二
三
）
密
蔵
院
の
海か
い

永え
い

和
尚
は
、
こ
の
現
状

を
憂
い
て
密
蔵
院
の
そ
ば
に
女
人
堂
（
地
図
中
③
）
を
建
立

し
、
女
人
も
参
詣
が
で
き
る
よ
う
に
計
ら
い
ま
し
た
。
同
十
年

四
月
十
八
日
か
ら
三
日
間
に
亘
っ
て
入
仏
式
が
行
わ
れ
た
記
録

が
残
っ
て
い
ま
す
。「
女
人
堂
入
仏
覚
」（
松
崎
家
文
書
）
に
よ

る
と
、
初
日
は
本
尊
（
観
音
像
）、
二
日
目
は
伍
代
尊
（
不
動

明
王
、
降ご
う

三ざ
ん

世ぜ

明
王
、
軍ぐ
ん

荼だ

利り

明
王
、
大だ
い

威い

徳と
く

明
王
、
金こ
ん

剛ご
う

夜や

叉し
ゃ

明
王
）、
三
日
目
は
大
般
若
経
を
女
人
堂
へ
納
め
て
い
ま
す
。

導
師
は
本
寺
不
動
院
で
、
他
に
三
十
ヶ
寺
の
僧
が
参
列
し
ま
し

た
。
お
供
は
庄
屋
以
下
男
女
二
百
人
余
、
庄
屋
他
五
人
は
大
小

の
刀
、
ま
た
は
脇
差
を
帯
び
、
長お
さ
ひ
ゃ
く
し
ょ
う

百
姓
は
羽
織
・
袴
に
威
儀
を

正
し
て
お
供
し
ま
し
た
。
こ
の
祭
礼
は
、
見
せ
物
二
軒
、
酒
売

り
三
十
軒
、
小
間
物
八
十
軒
、
う
ど
ん
屋
五
軒
、
菓
子
屋
二
十

軒
と
大
変
な
賑
わ
い
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
百
年
後
、
文
政

十
年
（
一
八
二
七
）
の
土
浦
藩
土
屋
家
旧
蔵
の
「
愛
宕
山
絵
図
」

に
は
「
女
人
だ
う
」（
上
絵
図
）
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
今
で

は
そ
の
跡
地
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
愛
宕
山
登
り
口
道
路
参

り
坂
十
字
路
の
右
端
に
「
右
あ
た
ご　

左
女
人
堂
」
の
道
標
が

残
っ
て
い
ま
す
（
地
図
中
④
）。
こ
の
十
字
路
を
南
へ
進
み
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
く
と
密
蔵
院
跡
に
至
り
ま
す
。
き
っ
と

古
地
図
が
示
す
よ
う
に
密
蔵
院
隣
に
女
人
堂
が
、
存
在
し
て
い

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
新
政
府
が
神
仏
分
離
令
を
発
し
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
愛
宕
大
権
現
か
ら
愛
宕
神
社
と
な

り
密
蔵
院
は
廃
寺
、
同
五
年
に
は
修
験
道
も
廃
止
さ
れ
て
誰
も

が
い
つ
で
も
参
拝
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
女
人
堂
創
建

か
ら
三
百
年
余
り
、
麓
の
村
々
を
見
守
り
続
け
た
愛
宕
山
、
今

年
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
あ
た
ご
天
狗
の
森
公
園
を
改
め
て
満

喫
し
ま
し
ょ
う
。
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